
平成1７年（２００５）３月吉日

本市に登録（工事請負）をしている皆様へ

契約課工事検査担当課長
建設業退職金共済制度（建退共）の取り組みについて

　標記について、かねてより請負工事契約時に「契約締結の注意事項」として契約課契約担当より加入促進を進めてきましたが、平成17年4月1日契約分より下記により各工事発注部局並びに工事検査担当が対応いたします。
○　建設業退職金共済制度とは?
①建設業退職金共済制度（以下「建退共」という）とは、中小企業退職金共済法に基づき建設　　　　　業の現場で働く労働者のための退職金制度です。
②ここでいう労働者とは、特定業種である「期間を定めて雇用される者」として一般的に大工・左官・とび職等の仕事の関係上、建設会社を移り変わる労働者です。
③事業主である皆様は、独立行政法人勤労者退職金共済機構（以下機構という）と特定業種退職金共済契約を結んで掛金を納付する共済契約者となり、該当する労働者を被共済者として、その労働者に対し当機構から交付する共済手帳に働いた日数分の共済証紙（掛金相当）を貼り付け、将来建設業で働くことをやめたときに、当機構が退職金を直接支払う制度です。
④ただし、該当する労働者がいない場合は、当機構と共済契約は結べませんので、その場合　　は別紙「仕様書への明記内容」により確認書（第4号様式（建退共））の提出を求めます。
○　共済証紙購入費について
①工事費を積算するにあたり、積算基準書の現場管理費に事業主負担額として、共済証紙の購入費が含まれていることから、国土交通省並びに神奈川県では、取り組みの方針を打ち出しております。本市としても国や県の積算基準書をそのまま使用しておりますので、神奈川県の取り組みに準じていく考えです。　
※本市連絡先：　財政部 契約課 工事検査担当  電話　０４６－８２２－８１２９　
※加入連絡先：　独立行政法人勤労者退職金共済機構　建退共神奈川支部

〒２３１－００１１　横浜市中区太田町2-22　神奈川県建設会館内　
　　　　　 　　　　電話　０４５－２０１－８４５４　　FAX ０４５－２０１－２７６７
仕様書等への明記内容

（建設業退職金共済制度への加入）
① 　請負者は、建設業退職金共済（以下「建退共」という。）に加入するとともに、その建設業退　
職金共済制度の対象となる労働者について証紙を購入し、当該労働者の共済手帳に証紙を貼付けること。
2 請負者は、当初工事請負代金額が500万円以上の場合は、建退共の発注者用掛金収納書

を貼った「建設業退職金共済証紙購入状況報告書」（第1号様式（建退共））、「建設業退職金共済関係提出書」（第２号様式（建退共））、「建設業退職金共済証紙貼付実績報告書」（第３号様式（建退共））を工事完成時に本市監督員に提出すること。
　　　ただし、この制度に代わる退職金共済等に加入している場合や対象労働者がいない場合については、内容を記載した「確認書」（第４号様式（建退共））を工事請負契約締結後1ヶ月以内に本市監督員に提出すること。
　　　なお、当初工事請負代金額が500万円未満の場合においても本市が証紙購入状況を把握する必要があると認めるときは、関係資料を提出しなければならない。

3 下請契約を締結する際は、当該下請負者に対してこの制度の趣旨を説明し、掛金相当額を
請負代金中に算入するか、又は共済証紙の現物交付をすることにより、当該下請負者の建退共加入並びに証紙の購入及び貼付の促進に努めること。
4 下請負者の規模が小さく、管理事務の処理面で万全でない場合、元請負者は建退共加入

手続き及び建退共関係事務の処理について、下請負者からの依頼には積極的に受託するよう努めること。
⑤  請負者は、工事現場に建設業退職金共済制度適用事業主の工事現場であることを明示する標識を掲示すること。

⑥  正当な理由がなく建退共に加入せず、又は証紙の購入若しくは貼付が不十分な請負者は工事成績評定において考慮されることとなる。
※　施行日は平成17年4月1日契約分よりとする。
※　上記、第1号様式～第４号様式については、検査情報に掲載しておりますのでダウンロードして下さい。
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